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第５ 節　 加藤清正信仰と 土木工事

花　 岡　 興　 史

１ ． はじ めに

　 ある時点から 、 一人の人物が、 神などと し て崇めら れ信仰の対象と なるこ と がある。 肥後熊本では

加藤清正は、「 清正公（ せいし ょ う こ う ・ せいし ょ こ ） さ ん」 と 二重敬語で呼ばれる ほど、 現在まで

敬愛さ れている 人物である。 清正信仰（ き よ まさ し んこ う ） は、 慶長16年（ 1611） に病死し て200年

後、 つまり 文化７ 年（ 1810） に本妙寺本堂再興成就にと も ない開催さ れた「 二百回遠忌」 の頃に流行

の兆し を 見せると いわれている。

　 こ の清正信仰は、 18世紀に享保の飢饉をはじ めと し 、 天明の飢饉・ 島原大変・ 辰の年の大洪水など

災害が領内で相次いで起こ り 、 庶民の中に現世利益を 求める声が大き く なっ たこ と と おそら く 無関係

ではない。

　 領民に周知さ れている清正は、 領主と し て熊本城を 本城に、 また南関・ 阿蘇・ 矢部・ 宇土・ 八代・

芦北・ 水俣の七つの端城（ 支城） を 築城も し く は改築し た。 一方、 灌漑・ 治水工事と し ては城下町の

建設や、菊池川下流の改修、白川中流域の瀬田下井手・ 馬場楠井手の掘削をおこ なっ たと さ れている。

　 また、 慶長５ 年、 関ヶ 原の戦い以降に肥後国の大部分を 占める領主と なっ てから は、 小西行長領で

あっ たと さ れる（ 註１ ） 緑川中流の鵜ノ 瀬堰や球磨川下流の遙拝堰（ よう はいぜき ） の普請を 行い、

さ ら に新田開発により 耕地の拡大を 図っ たと いわれている。 こ のよう な伝承が人口に膾炙さ れ「 清正

公信仰（ せいし ょ う こ う し んこ う ）」 へと 繋がっ たと 考えら れる。

　 実際に肥後の石高は、 も と も と 国衆一揆直後の天正16年（ 1588） に、 豊臣秀吉の上使衆がおこ なっ

た検地（ 太閤検地） に基づき「 肥後国郷帳」 に記さ れた54万石が、 慶長13年の検地では現高75万石と な

り 、 実に40％程度の伸びを見せている。 こ の石高の伸びは、 清正の治政の時期である。

　 清正の「 肥後一国統治」 は、 慶長５ 年から 同16年までの僅か12年間で、 入国から 数えても 24年間し

かない。 し かし 、 清正は、 その間に朝鮮出兵などの中断があり ながら も 多く の事業を 行っ ており 、 一

般に近世熊本の基礎を 確立し たと 理解さ れても ごく 自然なこ と である。

　 清正信仰は、 白川・ 緑川・ 菊池川などの治水工事が行われ、 それにより も たら さ れた水田に安定し

た収穫を 確保さ せた伝承から 地域に根付いている。 こ のこ と が地域の「 清正公信仰」 の基礎と なっ て

いる。

　 ただ、 一般に清正は河川改修をおこ なっ た「 土木の神様」 と 認識さ れているが、 実際にそう である

のかは不明である。 たと えば、 東京大学史料編纂所がおこ なっ た調査（ 註２ ） によれば、 誕生の永禄

５ 年（ 1562） から 没年の慶長16年までの清正発給文書は613通あり 、 その他の関連文書を入れても 800

通余り であるが、 築城を 除けば土木事業に触れたも のは皆無であると いう 。

　 そこ で、 本稿では、 清正信仰の淵源を求めながら 、 併せて清正の土木工事、 特に河川改修に注目し 、

その内容を 検証するも のである。

２ ．「 清正公信仰」 の淵源

（ １ ） 加藤清正信仰と その具現化

　 前述のよ う に清正信仰は、 清正の二百回遠忌頃に流行する よ う な る。 こ れについて、 文政８ 年

（ 1825）、 藩主細川斉樹に近習し た大竹定能（ 150石） の記録（ 註３ ） によ れば、「 度々本妙寺江被遊

　 御出候、（ 中略） 近世ニ至候而者、「 清正公信仰」 之者、 追日而甚敷数々之僥倖を 祈願仕、 改宗仕候

者茂多有之由ニ御座候」 と あり 、 藩主が度々本妙寺に参詣に訪れており 、 近年では清正信仰が流行し
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改宗する者まで多く いると いう こ と がわかる。

　 二百回遠忌以前にも 、 清正信仰の兆し を 窺える 史料と し ては、 本妙寺第14世の日證の記録である

「 発星山之記」（ 註４ ） が注目でき る。 内容は、 享保年間（ 1716 ～ 1736） こ ろ より 清正の廟所に通夜

祈願を するも のが多く なっ てき たと 記さ れている。 こ れについて池上尊義氏は「 享保一九年現在にお

いて清正公信仰は確立し ており 、 清正公参詣と いう こ と が社会的にも 定着し ている」（ 註５ ） と 述べ

ている。

　 こ れら のこ と から 、 清正信仰は、 享保期ごろ から その兆し を みせており 、 その背景には同時期に九

州への日蓮教団の伸展があっ たこ と が考えら れる（ 註６ ）。

　 清正信仰が具現化し たも ので比較的早いも のは、 甲佐町にある岩鼻神社であろ う 。 岩鼻神社は、 現

在の甲佐高等学校の東に位置する長楽山の岩鼻に建立さ れている。 こ の長楽山について『 甲佐町史』

（ 註７ ） には、「 清正公緑川改修の時、 こ の山頂より 改修の構想を 練ら れ、 又、 こ の山頂よ り 工事の

模様を、 日毎御覧になっ た縁り の地であり ます。 後に人達はこ の長楽山を 清正公山（ せいし ょ こ さ

ん）（ ルビ は著者によ る ） と 呼ぶよ う になり まし た」 と あり 、 その伝承を 伝えている。 また、 観音堂

については、 清正の十三年忌にあたる寛永元年（ 1624） ６ 月、 菩提を 弔う ために元々山頂にあっ たも

のを移設し て、 観音大師を 勧進し たと 言われている。  

　 岩鼻神社内に文政７ 年（ 1824） 銘のある八角塔がある。 その碑文により 殿堂が老朽化にと も ない再

建し たこ と が理解でき る。こ の年は、甲佐手永惣庄屋木原寿八郎（ 註８ ） により 新井手開鑿が竣工し 、

土木治水事業が注目さ れている時期でも ある。 また、 民力により 支えら れている土木事業が安定を 迎

えていた時期と も 重なる。 こ のよう な中で、 清正信仰の気運が高まり 殿堂が再建さ れたであろ う こ と

は、 想像に難く ない。

　 八角塔の碑文は、『 甲佐町史』 に掲載さ れている が、 初期段階での清正信仰を 理解する上で貴重な

も のであるのでこ こ に再掲載し 内容を見ていく こ と にする。

　 神君驍勇威武、 高麗人今至猶鬼将軍来曰、 天下之徧知也、 在昔神君鵜瀬築時、 田上成重、 若冠膂力

絶倫、 此役与功有神君沢愛之呼鬼丸、 為今迄人称地名、 為神君繋馬之松、 今尚庭内判然、 亦且珠盃二

賜、 子孫尚尚之伝、 成重父氏里、 自四菩薩号観音大師之堂建、 永安置年経之久、 宇頽壁壊今玆、 郷土

之人之修理、 神君尊祭有志徒心合材運、 渡辺正直・ 渡辺持旦夕不怠経営力労、 五月工起六月堂成、 亦

唯神君之徳輝之照所哉、 不侒正栄因石記勤銘作七世廟銘、 以徳萬来

之長観可以政臥龍為奮虎為観可難哉、 功業栄名不抜維堂、 崇々維宇、

清々甲嶽・ 鬱々緑川・ 湯々徳経沢、 経萬世彊無

　 　 文政七年夏六月

　 　 　 　 　 　 　 　 渡辺正栄　 再拝　 識

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 頓首（ 句読点を追加）

　 こ れによれば、 清正が鵜ノ 瀬を 築く 時、 元服前の田上成重（ 監物：

後に次郎右衛門） は若年であっ たが、 役に功があっ て鬼丸と 呼ばれ、

その名が地名と し て現在に伝わっ ているこ と 。 清正が馬を 繋いだ松が

今も 庭に残っ ているこ と 。 珠盃を 賜り 今も 伝わっ ているこ と 。 成重の

父は氏里と い（ 註９ ）、 自ら 四菩薩と 号し て観音大師堂を 建立し たこ 写真４ －11　 岩鼻神社の八角塔
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と 。 こ の大師堂が経年により 堂宇の壁が崩れたこ と により 、 有志等が材を 運び、 渡辺正直・ 渡辺持が

朝夕粉骨し ５ 月着工し ６ 月には竣工し たこ と などが理解でき る。

　 幼年であっ た成重が、 清正から 鬼丸と 呼ばれていたエピソ ード は、 後の天保３ 年（ 1832）、 鹿子木

量平（ かのこ ぎり ょ う へい） により 著さ れた「 藤公遺業記」（ 註10） にも あり 、 量平はこ の碑文を 参

考にし た可能性が高い。

　 ち なみに、 成重の父氏里（ 吉氏） は、 阿蘇家の庶流で、 益城郡に領地を 持ち 在住し ていたと いう 。

また成重は、 阿蘇家に仕えた後浪人を し ていたが、 細川氏入国の翌年の寛永10年（ 1633） ５ 月、 益城

郡横田組（ 後の甲佐手永） 惣庄屋を 仰せ付けら れている。

　 つまり 、 甲佐地区は、 鹿子木量平による清正顕彰作業の以前から 、 それを行っ ていたこ と がこ の碑

文により 理解でき る。

　 なおこ の清正信仰は、 前述し た二百回遠忌にあたる文化７ 年（ 1810） に最盛期を迎え、 現在本妙寺

の最大の行事である「 頓写会（ と んし ゃ え）」 も こ の頃本格的に始まっ たと いわれている（ 註11）。 ま

た、 清正を 崇拝し た鹿子木量平は、 七百町新地に貝洲（ かいず） 加藤神社を勧進し 、 藩命により 著し

た「 藤公遺業記」 を はじ めと し て、「 勝国治水遺」「 清正公事蹟集録」「 水理考」 など現在まで伝わる

遺業記を 多く 残し て、 神君と し て清正を 顕彰し ている。

　 量平は、「 自己の事業の完成は、 偏に清正公の恩徳である 」 と 著し ており 、 清正を 顕彰する こ と は

も ちろ んであっ たが、 惣庄屋と し ておこ なっ た自ら の土木治水事業の権威を高めるこ と も 意図し てい

たのであろ う 。 こ のよう に大規模な土木事業を 行う 時に、 自身の権威付けのために清正の名を 利用し

それが信仰に繋がっ たと 考えた方が自然である。

　 甲佐岩鼻神社にある文政７ 年銘のある八角塔は、 清正信仰が鹿子木量平の顕彰以前に各地に伝播し

ていたこ と を示し ていると も 言える。

（ ２ ） 清正信仰の萌芽

　 も と も と 、 加藤家は寛永９ 年に改易さ れた背景も あり 、 幕藩関係においては公に顕彰し 辛い存在で

あっ た。 こ の年の12月、 肥後に入国し た細川忠利は、 翌年９ 月朔日に本妙寺に対し て寺領300石を 寄

進し て（ 註12） 遙拝し ている。 こ れは、 政治的にみれば入国直後の領民への懐柔政策と も と れる が、

領民にと っ ては清正に対する再評価にも 繋がっ ている。

　 では、 清正信仰はどのよう に市井に受容さ れてき たのかを検証し たい。 清正信仰がいつの段階で成

立し たかは明確ではない。 し かし 、 比較的早い段階で清正信仰の萌芽がみら れるのは、 徳川吉宗によ

る清正の顕彰であろ う 。

　 加藤清正一代の事業を 記し た「 清正記」（ 註13） の奥書には、「 此清正記三巻、 将軍吉宗公、 可有　

御覧之旨、 肥後本妙寺本寺本国寺へ、 以浅草幸龍寺へ可申遣之由、 享保十六年六月十三日申来る、 因

茲、 従本国寺本妙寺へ申遣し 、 同年七月、 従肥後細川越中守殿江戸ヘ被差上　 将軍家御覧の後、 明年

享保十七年春、本妙寺へ御返弁也、肥後本妙寺宿坊本国寺塔頭　 勧持院日遥在判（ 常用漢字を 使用し 、

句読点は著者による）」 と ある。

　 こ れによれば、 将軍吉宗が「 清正記」 の閲覧を 希望し 、 享保16年（ 1731） ６ 月13日に幕府の祈祷寺

である浅草の幸龍寺（ 註14） から 京都本国寺に伝えら れ、 さ ら に本国寺が熊本本妙寺に通達し ている

こ と が理解でき る。 その後、 ７ 月に熊本藩主細川宣紀の命により 江戸にこ の「 清正記」 が送ら れ、 吉

宗が閲覧し 、 翌年春に本妙寺へ返還さ れている。

　 では、 何故「 清正記」 を 吉宗が閲覧し たのであろ う か。 実は清正の女である 瑶林院（ 八十姫） が、
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紀州徳川家の初代徳川頼宣の正室と し て嫁いでおり 、 吉宗はこ の頼宣の孫の系譜である。 よっ て吉宗

は清正から みれば曾孫にあたる。 ただ、 頼宣の嗣子で吉宗の父にあたる光貞は側室の子なので、 実際

に血縁はないのであるが、 系譜的には清正の曾孫と なるのである。

　 こ の吉宗閲覧のき っ かけと なっ たと 考えら れる事柄が『 徳川実記』（ 註15） の享保15年（ 1730） 10

月の項に次の様に掲載さ れている。

　 去九月書院番阿部四郎五郎政恒が家に。 加藤肥後守清正が書せし 題目の旗。 なら びに伽羅、 肥後守

忠広が蔵せし 虎頭を 伝ふるよし き こ し めし 及ばれ。 御側有馬兵庫頭氏倫し て。 御覧に備ふべき 旨仰下

さ れ。 政恒さ ゝ げ奉り し に、 伽羅八種のう ち鷓鴣斑を と ゞ めら れ。 其余のし なはかへし 下さ れ。 政恒

に金十枚をたまふ。

　

　 こ れによれば、 吉宗が、 書院番であっ た阿部政恒の居宅に清正が書かせた題目旗や虎の頭蓋骨（ 註

16） ・ 伽羅、 またその嗣子忠広の所有し ていた虎頭が伝来し ている と 耳にし て、 御側衆の有馬氏倫を

と おし て閲覧し たいと の旨を 伝えている。 その後、 吉宗は伽羅8種のう ち 鷓鴣斑を 所望し 、 他の品は

返却し て政恒に金十枚を下賜し ている。

　 他にも こ の内容について、 阿部氏の家譜（ 註17） にも 「 享保十五年十月八日有徳院殿（ 吉宗） の仰

により 、 父正重が妻の実父加藤肥後守忠広より ゆづり う けし 題目の旗六流及ひ虎の頭二伽羅八種を 台

覧に備へし 処、 鷓鴣斑と いへる伽羅を と ゞ めたまひ、 黄金十枚を たまふ」 と ある。

　 つまり 、 旗本である 阿部氏は、 忠広の女である 獻珠院（ 亀姫）、 つまり 清正の孫の嫁ぎ先で、 さ ら

に獻珠院は瑶林院にし ばら く 引き 取ら れた経緯も あり 、 吉宗にと っ て近い存在であっ た。 清正・ 忠広

の遺品や文書類は、 加藤家改易後に転々と 所蔵者が代わり 最終的には阿部家に落ち着いている。

　 こ れら の内容から 、 実際に吉宗が曾祖父にあたる清正を 意識し て、 その遺品や「 清正記」 に実際に

触れているこ と は事実であると 考えら れる。

　 また、 吉宗の閲覧は、 少なく と も 幕閣関係者、 幸龍寺・ 本国寺・ 本妙寺の日蓮宗大寺院、 肥後藩主

細川宣紀は存知し ており 、 関係者を と おし て吉宗の行動が人々に膾炙さ れたと 理解でき る。 特に、 前

述の「 発星山之記」 が著すよう に、 享保期ごろ から 全国的にブームと なる「 清正公信仰」 に期待を 寄

せる日蓮宗系の寺院は歓喜し てこ の内容を 喧伝し 、 全国の日蓮宗寺院を 通じ て檀家にも 情報が出回っ

たと 推測でき る。

　 こ の吉宗の行動は、 幕府の認識に対し 変化をも たら し ている。 文化６ 年（ 1809） に着手さ れ嘉永２

年（ 1849） 完成し た「 台徳院殿（ 秀忠） 御実記」（ 註18） には、 慶長16年（ 1611） ３ 月の豊臣秀頼と

徳川家康の二条城会見の項に「 清正は秀頼公を 供奉し て。 二條の城に参り 。 秀頼公の側を はなれず。

此日清正にも 御刀下さ れし かば。こ れをいたゞ き ながら 虚空に目をく ばり 。愛宕山の方を にら みたり 。

また大坂に帰城あり し かば暇給はり 我家に帰り 。 懐より 短剣と り 出し 。 さ やよ り 抜てを し いたゞ き 。

し き り に泪ながし つゝ 。 我今日にて太閤の御恩むく いおわり ぬと ひと り ごちたり と いへり 」 と 清正の

記載があり 、 豊臣恩顧の大名と し て決死の覚悟で秀頼を 警護し た様子が窺える。

　 ただ、 史実では、 こ の時清正は浅野幸長と 共に清正の女である八十姫（ のち瑶林院） と 婚約を し て

いた家康の子息徳川頼宣に御供し ており （ 註19）「 実記」 が著す内容と は異なる。

　 し かし 、「 実記」 の編纂段階で、 清正が豊臣家の忠臣である と 描写さ れている こ と は重要で、 こ れ

には前述し た吉宗の行動が関わっ ているこ と は十分あり 得るこ と である。
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３ ． 加藤清正の土木工事

（ １ ） 清正の河川改修

　 清正期の河川改修は明確ではない。 同様に白川から 開鑿さ れた井手で、 菊陽町に存在する「 鼻ぐ り

井手」 についても 同様である。 鹿子木量平によ る「 勝国治水遺」（ 註20） には「 鼻ぐ り 井手」 は次の

よう にある。

　

　 御先代、 白川筋益城郡沼山津手永馬場楠村懸の川に、 大なる堰を 居、 屈強なる井手を 掘、 詫麻・ 益

城・ 合志の田水に備へ置る、 其御仕法左の如し 。

　 一　 石堰一箇所　 長六十三間　 馬場楠村

　 一　 井手筋　 九百拾間　 磧所（ 井） 手口より 鼻操迄

　 一　 同　 　 　 弐百拾五間　 山中を 掘抜に成候底厳石掘抜に相成候所之間数

　 　 　 此鼻操八拾程

　 　 　 　 　 　 　 　 内　 弐拾八　 　 当時迄有来候分

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五拾弐　 　 先年打欠申候分

　 （ 以下略）

　 こ れによれば、 大変な難工事を行い「 鼻ぐ り 井手」 を普請し た。 し かし 、 も と も と 80程あっ たが52

打ち 欠いて、 現存する も のは28である と いう 。 さ ら に打ち 欠いた理由について、「 し かる に、 其水理

の意を知ら ざる役人、 其井手筋を見聞之時鼻操の橋五十余打欠き たり 」 と その効果を 知ら ない役人が

打ち欠いたと し ている。

　 し かし 「 勝国治水遺」 は、 前述し たよう に量平が清正を 顕彰するために書いたも ので、 同時代のも

のでは無いため、「 鼻ぐ り 井手」 は清正による普請なのか確定し 得ない。

　 では、 次に清正期に白川の河川改修があっ たのかを 検証する。

（ ２ ） 熊本城の変遷から みる白川の河川改修

　 富田紘一氏は、 慶長10年頃作成と 比定さ れる「 肥後慶長国絵図」（ 註21　 以下「 国絵図） に描かれ

た熊本城付近の白川の流路が現在と 異なり 大き

く 蛇行し ている こ と を 発見し ている。 それは、

現在、 飽田郡と 託麻郡の境界において、 白川を

挟んで右岸に位置する飽田郡の中に、 花畑町・

桜町から 山崎町など託麻郡に属し ている地域が

あると いう 疑問から であっ た。 こ の絵図が作成

さ れた頃の白川の流れは、 現在の代継橋あたり

から 旧追廻田畑の窪地を 大き く 北に蛇行し てお

り 、 現在の熊本市役所あたり で、 坪井川を合わ

せて、 そこ から 、 西に大き く カ ーブし 熊本城の

基と なっ た茶臼山の裾を えぐ るよう に流れてい

たと し ている（ 註22）。

　 こ の説などから 富田氏は、 熊本城の変遷を ６ 期に分類し ている。

　 則ち、 Ⅰ期を 慶長４ 年の一年間、 Ⅱ期が同５ 年の一年間、 Ⅲ期が同６ 年前半期、 Ⅳ期が同６ 年後半

図４ －７ 　 「 肥後国慶長国絵図」 より 復元し た白川の蛇行（ 富田紘一氏による ）
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から 12年までの6年間、 Ⅴ期が慶長末から 寛永初期の15年間、 Ⅵ期が寛永９ 年12月の細川氏の入国以

降であると 、 それぞれ定義し ている。

　 こ の中で、 富田氏はⅤ期の時期に白川の直線化と いう 河川改修が行われており 、 それは二代忠広の

代であると いう 。 つまり 、 清正期の河川改修の実体は不明であるが、 少なく と も 嗣子忠広期には行わ

れていたこ と が推察でき る。

　 次に、 白川ではないが、 加藤清正によっ て河川改修が行われていたと 考えら れる一例を示す（ 註23）。

（ ３ ） 加藤氏時代の河川改修について

　 緑川水系の河口近く にある川尻地区は、 中世には河尻と 表記さ れ、 曹洞宗の開祖である道元が宋か

ら 帰国中に暴風に遭い漂着し たと いわれる河尻の津があっ た場所である。 また加藤氏治世時には、 そ

の領国経営を 支える産物の積み出し 港であり 、 熊本平野の年貢米を収納する米倉（ 御蔵） も 設置さ れ

た。 その後川尻町は、 細川氏に引き 継がれ、 熊本・ 高瀬・ 高橋・ 八代の各町と と も に五ケ町と し て繁

栄し た。

　 現在見ら れる川尻の船着き 場は、 江戸時代には緑川を

杉島（ 現富合地区） で北に大き く 湾曲し た場所に位置し

ていた。 その後、 大正末から 昭和初期にかけて緑川から

加勢川水流に付け替えら れ、 現在までこ の流れに属し て

いる。川尻船着き場は、緑川水系の中で五期の変遷がある。

　 清正入国以前の川尻町（ 河尻） の様相は不明である

が、 慶長10年（ 1605） ごろ に作成さ れた「 国絵図」 を み

てみると 、 清正により 緑川の改修は行われつつあり 、 杉

島と 小岩瀬（ 現富合地区） の北を 流れている。 し かし 、

当時飽田郡と 益城郡の境界は小岩瀬の南にあり 、 小岩瀬

は飽田郡なのである。 一般に郡境は、 河川により 引かれ

るこ と が多いので、 こ の郡境を 河川と みるなら ば、 中世

緑川の復元が一応可能と なる。 こ の時期を 第Ⅰ期と 考える。

　 第Ⅱ期の緑川水流は、「 国絵図」 に記さ れたも のであるが、「 河尻」 が緑川から 離れた位置に表現さ

れており 、 港と し ては認識し 辛い。 また、 現在川尻対岸の杉島にある観音寺は、 明徳２ 年（ 1391） の

「 極楽寺文書」（ 註24） によ れば「 河尻　 観音寺」 と あり 、 緑川の右岸にあっ たこ と がわかる。 こ の

こ と から 、 現在みるこ と ができ る船着き 場は、「 国絵図」 の段階では存在し ていない。

　 第Ⅲ期の緑川水流は、 現在ある船着き 場が造成さ れたこ ろ であると 推測でき る。 史料は無いが、 国

土交通省を中心に行われた発掘調査により 、 加藤氏治世時のも のと 思われる「 木簡」 が出土し た。 こ

の資料は、 現在の船着き 場が、 加藤氏治世末期から

細川氏入国直後の寛永期（ 1630） ごろ には完成し て

いたこ と を語っ ている。 詳し く は後述する。

　 第Ⅳ期は、 緑川の最初の湾曲部である杉島のと こ

ろ に、 直流するよう に新川を 開削し 、 小岩瀬で再び

緑川に合流さ せた時期である。 こ の時期は清正治世

の慶長８ 年（ 1603） と 言われているが、 慶長10年ご

ろ の「 国絵図」 にはこ の新川は表現さ れておら ず、

図４ －８ 　 「 肥後国慶長国絵図」 の川（ 河） 尻部分

　 　 　 　 　 の模式図（ 佐藤伸二氏による）

図４ －９ 　 「 緑川絵図」 の川尻部分
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第Ⅲ期の後で開削さ れたと 考えた方が自然である。

　 第Ⅴ期は、 前述の大正末から 昭和初期にかけての加勢川の取り 替え時期である。

　 以上の五期の中で、 特に第Ⅰ期の仮説が首肯でき れば、 緑川の河川改修は慶長10年（ 1605） 以前と

なり 、 清正期の河川改修であるこ と が確実と なる。

（ 註： 川尻の船着き 場の時期の第Ⅰ期と 第Ⅱ期については、 佐藤伸二氏のご教示による）

（ ４ ） 川尻地区にみる加藤氏時代の船着き 場

　 こ こ では、 さ ら に清正期の河川改修の可能性について追究し たい。

　 近年、 緑川の舟運の終着地である川尻船着き 場で、 非常に重要な発見があっ た。 こ の船着き 場の構

築年代などに関係すると 思われる木簡が出土し ているこ と から 、 内容を 詳述する。

　 川尻船着き 場は、 近世期に構築さ れた階段状の石積み護岸が、 約140ｍにわたり 現存し ている。 既

に述べたよう にこ こ は、 熊本藩の年貢米の集積地であると と も に、 軍港と し ても 栄えていた。 ちなみ

に、 寛永14年（ 1637） に起こ っ た「 天草・ 島原の乱」 の時も こ こ から 出陣し ている。

　 こ の地点を国土交通省は、 護岸工事の必要性から 、 平成６ 年度よ

り 発掘調査を行っ てき た。 発掘調査の結果を みてみると 、 船着き 場

石段が構築さ れる初期段階の地層から 採集さ れる遺物は、 16世紀後

半から 17世紀前半にみら れる中国青磁などが出土し 、 それ以後の時

代のも のはみるこ と ができ なかっ た。

　 また、 河床部に残る石段の基礎部は、 上部の石段と 比し て、 材質

や石を割る矢穴の加工痕が明ら かに異なっ ており 、 17世紀前後の構

築と みら れていた。 こ のこ と から 、 初期段階の川尻船着き 場石段の

構築は、 加藤清正も し く は嗣子忠広代であると 以前から 推定さ れて

いた。

　 し かし 、 今回の木簡の出土により 、 こ の推定がかなり 現実的なも

のになっ たと いえる。

　 こ の出土木簡は、 長さ 14㎝・ 幅２ ㎝で、 上部には、 左右対称に切

れ込みがあり 、 紐を掛けて使用し ていた痕跡がある。 また、 下部は

三角形状に細く 削ら れており 、 何かに刺し て使用し ていたのであろ

う 。

　 表面を 観察すると 表裏に墨書があり 、 次のよう に書かれていた。

　 （ 第一面）「 矢部之内柚□（ 木カ ） 組」・（ 第二面）「 一　 米三斗入」

　 第１ 面にある「 矢部」 と は、 現在の上益城郡山都町矢部のこ と で、 同地区にある柚木（ カ ） 地区を

指し ている と 考えら れる。 特に気になる のは、 最後の「 組」 と いう 文字で、 加藤氏治世の行政区画

「 郷組制」 を示し ている可能性が高い。

　 こ の「 組」 は百五十程あっ たと いわれているが、 後の領主細川氏に解体さ れ寛永12年（ 1635） 頃手

永制に移行さ れた。

　 第二面に「 米三斗入」 と あるこ と から 、 米が三斗入っ た物につけら れた荷札であるこ と が判る。 三

斗と は一俵のこ と で、 一般に一俵は三斗五升であるが、 山間では運搬を 考慮し て三斗と なっ ていた。

　 以上の事から 、 こ の木簡使用の時期は、 元々小西行長領であっ た矢部郡が、 関ヶ 原の戦い後、 加藤

領になっ た慶長５ 年から 、 細川氏の行政区画手永制が施行さ れた寛永12年頃までに推測するこ と がで

写真４ －12　 川尻船着き 場よ り 出土し た木簡
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き る。 地域が山間の矢部であるこ と から 、 一俵を 三斗入と し ているこ と も 納得でき る。

　 つまり 、 少なく と も こ の木簡が意味する こ と は、「 加藤期ごろ に米一俵が、 矢部よ り 緑川水運を 利

用さ れ川尻まで運ばれている」 と いう こ と になる。

　 今回の木簡の出土により 、 川尻船着き 場の初期段階の構築時期が清正・ 忠広期であるこ と を蓋然的

に認めるこ と ができ る。

　 こ の出土箇所が石段の最下層で ある こ と から 、 基礎構築時期は慶長５ 年（ 1600） から 寛永12年

（ 1635） 頃までに比定さ れ、江戸時代の緑川水運は、ほぼ加藤氏の治政期には完成し ていたのである。

　 以上の事から 、「 国絵図」 に描写さ れた緑川の流路は清正期に改修さ れており 、 その後川尻船着場

が改修さ れた。 船着き 場の改修時期は明確ではないが、 発掘調査によっ ても たら さ れた遺物により 新

たな見解が示さ れるも のと 期待し たい。

４ ． おわり に

　 「 土木の神様」 と 一般的に認識さ れている 加藤清正は、「 清正公信仰」 と 密接に結びつき 多く の伝

承を生み出し ている。 し かし 、 本論で述べたよう に清正信仰の萌芽は、 系譜上清正の曾孫にあたる将

軍徳川吉宗の再検証により 一般化し たと 認めら れる。

　 清正信仰は、 徳川幕府の実質的な承認を 得たこ と で加速し 、 日蓮教団の喧伝も あっ て市井に深く 浸

透し た。 その顕著な例が、 鹿子木量平によ り 作成さ れた、「 藤公遺業記」 を はじ めと し た数々の清正

顕彰の著作である。 ただし 、 量平より 先に各地域で治水工事の円滑化と 権威付けのために、 清正の偉

業と し て顕彰さ れていたこ と は指摘し ておき たい。

　 また、 多く の編纂書により 清正の事業と 認識さ れている河川改修工事を、 同時代の一次史料により

坦懐に見直し た。 現段階で、 清正期の河川改修であると 十分推測でき るも のが緑川下流の川尻地区で

あっ た。

　 そのほか、 清正期の普請であると 確証を 得るこ と は出来ないが、 少なく と も 清正の嗣子忠広期の可

能性、 則ち加藤氏の治政の段階であると 推測でき るも のが、 熊本城付近の白川の付け替えと 、 緑川船

着き 場の石段の構築である。

　 河川改修や菊陽町の「 鼻ぐ り 井手」 を はじ めと する清正普請伝承は、 事実であると 安易には認めら

れないが、 積極的に否定するこ と も 困難であると いう こ と を強調し たい。

　 他にも 、 寛永９ 年、 加藤氏改易の後に入国し た細川忠利が、 翌年国内を巡検し た感想を 嗣子光尚に

宛てた書状に「 こ と し 来年つゝ し ミ 申候ハゝ 、 我々ハかねも ち ニなり 可申候」（ 註25） と し ている。

つまり 、 忠利は、 今年来年を 慎んでいれば金持ちになると 実感し ているのである。 こ の書状から 、 加

藤氏治政の頃に河川改修を はじ めと し た領内のイ ンフ ラ 整備が、 ある程度すすんで、 それによっ ても

たら さ れた平野部は、 安定し た生産物を 供給し ているこ と を想定でき る。 よっ て忠利はそれを巡検に

より 実見し 「 金持ちになる」 と 表現し たのである。

　 こ れら について、「 はじ めに」 で述べたよ う に天正16年（ 1588） に行われた太閤検地に基づく 「 肥

後国郷帳」 にある石高の総計54万石が、 慶長13年の検地では現高75万石と なり 、 実に40％程度の伸び

を 見せているこ と は注目でき る。 慶長13年は清正の存命時期であり 、 こ の数字をさ ら に検証するこ と

により 、 河川改修を 含む新たな清正期の普請事業を見直さ なければなら ない。

※本稿を 作成するにあたり 、 東京大学史料編纂所共同利用・ 協同研究拠点一般共同研究「 加藤清正関

係文書の基礎的研究」 の研究代表者である大浪和弥氏にご教示を 受けた。
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　 註

１ 　 行長の領地については、 一次史料がなく 明確ではない。 例えば益城郡は、 一般的に行長領だっ たと 考えら れてい

る が、 天正18年（ 1590） に清正が家臣に対し て知行を 与えている。 こ のこ と から 益城郡の全ては行長領ではな

かっ たと いえる（ 花岡興史著『 新甲佐町史』 近世編（ 2013）。

２ 　 大浪和弥・ 鳥津亮二・ 山田貴司・ 金子拓編『 加藤清正文書目録』 東京大学史料編纂所研究成果報告2014

３ 　 永青文庫蔵「 大竹定能上書」 12

４ 　 本妙寺蔵

５ 　 池上尊義「 法華仏教と 庶民信仰」『 近世法華仏教の展開』 1978

６ 　 田中青樹「 民衆の信仰と し ての清正公信仰」『 シリ ーズ・ 織豊大名の研究２ 　 加藤清正』 2014

７ 　 『 甲佐町史』 1966

８ 　 木原寿八郎は、 甲佐手永惣庄屋の着任前に緑川上流の矢部手永で塘方助役と なり 、 緑川を 中心と し た堤防管理を

行っ ている。 土木工事の実績を清正信仰に重ねている一例である。

９ 　 永青文庫先祖帳によれば田上伊豆吉氏と あり

10　 『 肥後文献叢書』 第二巻

11　 『 新熊本市史　 通史編　 第三巻　 近世Ⅰ』 熊本市　 2001

12　 寛永十年九月朔日、 細川忠利寄進状、 本妙寺蔵。

13　 正保から 慶安期（ 1644 ～ 1652） に成立し たも ので、 加藤美作・ 古橋又助・ 下川兵太夫・ 古橋清助などが書いてい

た記録を、 加藤家譜代の「 被官」 と 称する 清助の子である 左衞門又玄が編集し たも のである。『 肥後文献叢書』

第二巻に集録。

14　 関東大震災後世田谷に移転。

15　 「 有徳院殿御実記」『 徳川実記』 第八篇。

16　 徳川美術館所蔵品に比定さ れている。

17　 「 寛政重修諸家譜」 640

18　 『 徳川実記』 第一篇

19　 慶長16年３ 月28日、 松井宛細川忠興書状、 松井文庫蔵。

20　 中野嘉太郎著『 加藤清正伝』 に所収。

21　 永青文庫蔵

22　 こ の説について富田氏は多く の著書があるが、 今回は比較的に新し い『 定本　 熊本城』（ 富田紘一監修、 2008） を

参照し た。

23　 花岡興史著『 新甲佐町史』 緑川編（ 2013） を加筆修正し 掲載し た。

24　 『 広島県史中世資料編Ⅴ』

25　 寛永10年２ 月５ 日細川忠利書状、 光尚宛（『 大日本近世史料　 細川家史料』 13－1092）。
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